
 
 

令和８年 6 月２９日 

国土交通省関東地方整備局 

茨城県 

 

 

令和８年度 防災・減災対策等強化事業推進費（第１回）について 

～災害の対策や防災･減災対策を推進するため緊急的に予算を配分～ 

 

 国土交通省は、「防災・減災対策等強化事業推進費」の令和８年度 第１回配分として、国

及び地方公共団体が実施する公共事業に対し、予算配分を決定しました。 

このうち、関東地方整備局管内では、事前防災対策事業として河川事業１件、３．４７億

円が配分されましたのでお知らせします。 

 

 

 「防災･減災対策等強化事業推進費」は、大雨による浸水被害等が発生した地域において再度 

の被災を防止するために緊急的に実施する対策や、大雨等による災害を未然に防ぐ事前防災対 

策を強化するために使われる予算です。用地の確保など事業の実施環境が新たに整った場合な 

どに、年度途中に機動的に予算を配分します。（別添１） 

 

 

○配分事業の概要 

 関東地方整備局管内では、別添２の『執行地区一覧表』のとおり１件の事業を推進します。 

 事業の詳細につきましては、別添３の『個票』をご参照ください。 
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○突発的な事象への緊急的な対策や新たな課題への追加

対策【①突発事象型、②追加対策型、③課題解決型】

○ 国民の安全・安心の確保をより一層図るため、年度当初に想定し得ない災害や事故等の突発的な事象が発生した際
に、各省庁が所管する公共事業へ年度途中に予算※を配分し、緊急的かつ機動的に防災・減災対策を強化する制度。
※当初予算の編成段階において予算の目を定めない「目未定経費」

○ 災害を受けた地域等における災害対策事業、公共交通に係る重大な事故が発生した箇所等における公共交通安全対
策事業、突発的な事象への緊急的な対策等が必要な箇所における事前防災対策事業に活用可能。

制度概要

防災・減災対策等強化事業推進費

○交通インフラ（陸上交通、海上交通等）において

重大事故等が発生した場合の対策（安全性の向上）
①公共土木施設の被災要因となった異常な自然現象が災害復旧事業の採択要件を満たさない場合の対策

公共交通安全対策事業

自動車専用道路において、地吹雪による死傷者を含む多
重衝突事故が発生。緊急的に実施する事故発生区間におけ
る防雪柵等の設置を推進費により支援。

事前防災対策事業

災害対策事業

降雨による出水で護岸が崩落したが、災害復旧事
業の採択要件（はん濫注意水位以上の水位）を満た
さないため、緊急的に実施する護岸復旧を推進費に
より支援。

被災状況 対策後

【河川事業の例】

崖崩れが発生したが、災害復旧事業の採択要
件（最大24時間雨量80mm以上または時間雨量
が20mm以上）を満たさないため、緊急的に実
施する法面対策を推進費により支援。

被災状況 対策後

【道路事業の例】

②災害復旧事業を契機として再度災害防止対策を

災害復旧事業と一体的に行う場合の対策
③異常な自然現象により地域は被災したものの

公共土木施設は被災していない場合の対策

被災状況 対策後

津波で被災した堤防の原形復旧に
併せて再度災害防止対策を行うため、
緊急的に実施する嵩上げを推進費に
より支援。 災害復旧事業

で原形復旧

推進費で嵩上げ

【海岸事業の例】 【河川事業の例】

降雨による越水で公共土木施設は被災しな
かったが、地域で浸水被害が発生したことから、
緊急的に実施する河道掘削及び護岸工を推進費
により支援。

対策前

対策後
河道掘削 護岸

対
策
後

対
策
前

法枠

事故発生状況 対策後

【①突発事象型】
供用中の緊急輸送道路の法面において、アンカーの変状
が判明したことから、緊急的に実施するアンカーの再設置
や地山補強土工を推進費により支援。

アンカーの変状

（ズレ・沈下・隙間）

対策後対策前
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【事前防災対策事業】

種　別

事業名 事業費
国費

（配分額）

１．洪水・浸水等対策

河川（補助）

(1)
大規模特定河川事業

（那珂川
　ナカ

水系中丸
ナカマル

川）
茨城県 茨城県ひたちなか市東石川

ヒガシイシカワ

地先 694,000 347,000

計 1件 694,000 347,000

【金額単位：千円】

事業主体名 施行地
実施計画額

○執行地区一覧表



事 業 名

施 行 地

事 業 主 体

事 業 費 国 費（千円） （千円）

内 容

 

水戸市 

土浦市 

古河市 

石岡市 

筑西市 

結城市 

龍ケ崎市 

下妻市 

常総

市 

常陸太田市 

高萩市 

笠間市 

取手市 

坂東市 

牛久市 

つくば市 

茨城町 

小美玉市 

大洗町 

城里町 

桜川市 

東海村 那珂市 

常陸大宮市 

大子町 

鉾田市 

神栖市 

行方市 

潮来市 

稲敷市 

美浦村 阿見町 

河内町 

かすみ 

がうら市 

つくば 

みらい市 

八千代町 

五霞町 
境町 

守谷市 

利根町 

北茨城

市 

鹿嶋市 

日立市 

ひたちなか市 
天端高 ▽T.P.+17.50

▽HWL T.P+14.70

（1） 防災・減災対策等強化事業推進費（事前防災対策）

茨城県

茨城県ひたちなか市東石川地先

694,000

大規模特定河川事業（那珂川水系中丸川）

ヒガシイシカワ

347,000

ナカガワ  ナカマルガワ

那珂川水系中丸川では、「那珂川水系那珂川圏域河川整備計画」に基づ

き、洪水氾濫等の対策として築堤盛土工等の事業を実施している。

今年度に入り関係者との合意形成が図られたことから、推進費を活用して

築堤盛土工を実施することで、地域の安全・安心を早期に確保する。

築堤盛土工を実施し、洪水による浸水リスクを低減させる。

（A-A’断面）【断面図】

【写真①】

【位置図】

茨城県

施行箇所

築堤盛土工

置換工

【平面図】

【写真②】

中丸川

中丸川

推進費施行区間
 築堤盛土工（南側周囲堤工）
V=20,000m3

推進費施行区間
 築堤盛土工（堤防本体工）
V=28,000m3

推進費施行区間
 築堤盛土工（北側周囲堤工）
V=10,000m3

写真①

中丸川

中丸川

凡 例

赤 推進費施行箇所

青 当年度施行箇所

黒 施行完了箇所

調節池範囲：

ひたちなか市

想定氾濫区域面積
浸水想定エリア（311ha）
浸水戸数（81戸）

出典：国土地理院ウェブサイト（地理院地図を加工して作成）
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